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【部門区分】第６部門第２区分
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【年通号数】公開・登録公報2016-015
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【国際特許分類】
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   Ｃ０９Ｋ  19/60     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月1日(2017.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶セルからなる液晶光可変装置であって、液晶セルは、第１と第２の基板間に挿入さ
れる、液晶材料、イオン不純物、１つまたは複数の二色性染料の混合物からなり、
　各基板はその上に配置された導電層を有し、電圧源が液晶セルの全体に電圧波形を印加
するための導電層と結合されており、
　液晶光可変装置は印加電圧波形によって、低ヘイズ低色調状態、低ヘイズ高色調状態、
あるいは、高ヘイズ高色調状態から選択される状態間で移行し、高ヘイズは液晶混合物の
動的散乱によって引き起こされることを特徴とする液晶光可変装置。
【請求項２】
　低ヘイズ低色調状態は第１の電圧波形の印加により生じ、低ヘイズ高色調状態は第２の
電圧波形の印加により生じ、高ヘイズ高色調状態は第３の電圧波形の印加により生じるこ
とを特徴とする請求項１に記載の液晶光可変装置。
【請求項３】
　前記第１の電圧波形は電圧値ゼロを含むことを特徴とする請求項２に記載の液晶光可変
装置。
【請求項４】
　前記第２の電圧波形は電圧値ゼロを含むことを特徴とする請求項２に記載の液晶光可変
装置。
【請求項５】
　前記装置は、低ヘイズ低色調状態、低ヘイズ高色調状態、あるいは、高ヘイズ高色調状
態間に、少なくとも１つの中間状態を含むことを特徴とする請求項１に記載の液晶光可変
装置。
【請求項６】
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　低色調状態と高色調状態間の移行、または、低ヘイズ状態と高ヘイズ状態間の移行は、
印加電圧波形の連続的又は段階的な変化によって実現されることを特徴とする請求項１に
記載の液晶光可変装置。
【請求項７】
　液晶材料のピッチに対する厚さの比（ｄ／ｐ）が１．５未満であることを特徴とする請
求項１に記載の液晶光可変装置。
【請求項８】
　液晶材料が０．０４ｎｍ以上の複屈折率を有することを特徴とする請求項１に記載の液
晶光可変装置。
【請求項９】
　低ヘイズ低色調状態の前記装置が４０％以上の光透過率を有することを特徴とする請求
項１に記載の液晶光可変装置。
【請求項１０】
　低ヘイズ高色調状態の前記装置が３０％以下の光透過率を有することを特徴とする請求
項１に記載の液晶光可変装置。
【請求項１１】
　低ヘイズ低色調状態または低ヘイズ高色調状態の前記装置のヘイズ値が１０％以下であ
ることを特徴とする請求項１に記載の液晶光可変装置。
【請求項１２】
　高ヘイズ高色調状態の前記装置のヘイズ値が１５％以上であることを特徴とする請求項
１に記載の液晶光可変装置。
【請求項１３】
　前記装置は１つまたは複数の領域を有し、各領域は、請求項１に記載の液晶セルを１つ
有し、他の領域とは独立して動作し、ある状態から他の状態に独立して移行可能であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の液晶光可変装置。
【請求項１４】
　前記装置の一部がディスプレイとして使用されることを特徴とする請求項１に記載の液
晶光可変装置。
【請求項１５】
　請求項１に記載の液晶光可変装置の操作により、透明状態を実現するために視覚装置に
第１の電圧波形を印加し、着色状態を実現するために視覚装置に第２の電圧波形を印加し
、不透明状態を実現するために視覚装置に第３の電圧波形を印加することを特徴とする、
装置の光透過を変化させる方法。
【請求項１６】
　前記第１の電圧波形は、ゼロボルトから第１の閾値電圧までであることを特徴とする請
求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２の電圧波形は、ゼロボルトから第２の閾値電圧までであることを特徴とする請
求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　可変光透過装置であって、基板上に第１導電層を有する第１の基板と、基板上に第２導
電層を有する第２の基板と、前記第１と第２の導電層間に配置された、重合体不使用の液
晶と二色性染料との混合物（イオン不純物を含む）と、前記第１と第２の導電層に可変の
所定電圧及び周波数を有する所定の電圧波形を供給するように構成された電源とを含み、
　第１の電圧波形を印加すると、前記液晶二色性染料混合物は前記第１と第２の基板に対
して実質的に垂直にアライメントして、低ヘイズ低色調状態を達成し、
　第２の電圧波形を印加すると、前記液晶二色性染料混合物は前記第１と第２の基板に対
して実質的に平行にアライメントして、低ヘイズ高色調状態を達成し、
　第３の電圧波形を印加すると、前記液晶二色性混合物が実質的に動的散乱となり、高ヘ
イズ高色調状態を達成することを特徴とする可変光透過装置。
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【請求項１９】
　光透過装置は画像を表示するように構成されることを特徴とする請求項１８に記載の光
透過装置。
【請求項２０】
　前記装置は、２つ以上の領域を有する分割画面構成を備え、各領域は個別の電源を有し
、いかなる他の領域とも独立して、低ヘイズ低色調状態、低ヘイズ高色調状態、または、
高ヘイズ高色調状態のいずれか１つで動作可能であることを特徴とする請求項１８に記載
の光透過装置。
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